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＜令和８年４月改定＞
・ 令和８年４月１日より、申請手数料を改定しました。
＜令和８年７月改定＞
・ 申請可能な手続きに「麻薬営業者役員変更届」「麻薬廃棄届」「調剤済
麻薬廃棄届」 「麻薬小売業者間譲渡許可申請」を追加しました。



01 はじめに
・ 麻薬小売業者関係の以下の申請について、みやぎ電子申請サービス（LoGoフォーム）
によるオンライン申請が可能です。

・ 手数料の支払いは、クレジットカード決済・PayPay決済のみが可能です。
※ 現金等その他支払い方法は不可。

申請フォーム名 申請フォームの内容 手数料

①麻薬小売業者免許申請（新規） 麻薬小売業者免許を新規申請する場合のフォームです。 4,600円

②麻薬小売業者免許申請（継続）
有効期限を迎える麻薬小売業者免許について、継続申
請する場合のフォームです。

4,600円

③麻薬小売業者免許証記載事項変
更届

麻薬小売業者免許証の記載事項に変更が生じた場合の
フォームです。

0円

④麻薬小売業者免許証再交付申請
麻薬小売業者免許証を破損・汚損・紛失し、再交付を
希望する場合のフォームです。

3,400円

⑤麻薬営業者役員変更届
麻薬小売業者の業務を行う役員を変更した場合の届出
フォームです。

0円

⑥麻薬廃棄届
古くなった麻薬、調剤過誤により使用できなくなった
麻薬等を廃棄しようとする場合の届出フォームです。

0円

⑦調剤済麻薬廃棄届
麻薬処方せんにより調剤した麻薬を、施用中止等によ
り廃棄した場合の届出フォームです。

0円

⑧麻薬小売業者間譲渡許可申請
県内の近隣の麻薬小売業者間での麻薬の譲受・譲渡を
行う場合のフォームです。

0円

申請先保健所等 連絡先 管轄する市町村

薬務課監視麻薬班 022-211-2653 仙台市 ※麻薬小売業者間譲渡許可申請は県内全域

仙南保健所獣疫薬事班 0224-53-3119
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村
田町、柴田町、川崎町、丸森町

塩釜保健所食品薬事班 022-363-5505 塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町

塩釜保健所岩沼支所食品薬事班 0223-22-6294 名取市、岩沼市、亘理町、山元町

塩釜保健所黒川支所食品薬事班 022-358-1111 富谷市、大和町、大郷町、大衡村

大崎保健所獣疫薬事班 0229-87-8001 大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町

大崎保健所栗原支所食品薬事班 0228-22-2115 栗原市

石巻保健所獣疫薬事班 0225-95-1475 石巻市、東松島市、女川町

石巻保健所登米支所食品薬事班 0220-22-6120 登米市

気仙沼保健所食品薬事班 0226-22-6615 気仙沼市、南三陸町

・ 薬局の所在する市町村によって、申請先が異なります。下記一覧を確認し、該当する
申請先のフォームより手続きを行ってください。

１

※ ②については、県から9月頃に、継続申請対象者（免許の有効期間がその年の12月31日まで）
宛てに通知を送付しています。継続申請の場合はその通知に従って手続きを行ってください。

※ ③は事由の発生から15日以内、⑦は廃棄した日から30日以内に申請が必要です。
期日を超過した場合は、申請と併せて遅延理由書の提出が必要となります。



申請内容を入力・必要書類を電子添付

確認画面で申請内容及び添付書類を確認

仮申請完了メールを受信・パスワード取得

（免許証の再交付の場合）
免許証（原本）を申請先（薬務課・保健所）に提出（郵送等）

申請内容及び添付書類の確認・審査

（必要があれば）修正依頼・申請者側で修正

支払い案内メールの受信

申請内容を送信

支払い案内メールを送信

メール内URLよりパスワードを入力し決済画面へ

申請内容・支払金額を確認し、支払方法を選択・入力

決済情報確認画面で内容を確認し、送信

決済完了

支払い完了メール受信

郵送受取の場合

（修正内容を確認）

免許証を申請者あてに郵送

薬務課・保健所受取の場合

受取窓口から電話連絡

受取窓口で受け取り

仮申請

県で審査

本申請
（支払い）

（免許証の記載事項変更の場合）
免許証（原本）を申請先（薬務課・保健所）に提出（郵送等）

※継続申請で窓口受取を選択した場合は、更新案内
通知に記載の受取期間中に来所願います。

※手数料なしの申請は、
手続き完了メールが届きます。
（以下支払い手続きは不要）

記載事項変更は
このタイミングで申請受理

新規、継続、再交付は
このタイミングで申請受理

※継続申請時のお手元の免許証は
翌年1/1-15の間に返納届と
ともに提出してください。

※郵送受取では、電子決済で郵送料をお支払いいた
だく方法と、郵送で返信用封筒を提出していただく
方法が選択できます。

（新規申請の場合）立入検査日調整・立入検査

02 利用の流れ

２

・ みやぎ電子申請システムを利用した麻薬小売業者免許申請等の流れを説明します。
・ 本システムは、まず申請フォームに必要事項を入力していただきます（仮申請）。
・ 仮申請後、申請先（薬務課・保健所）での申請内容の確認後に、申請者宛てに支払い案内メールを送付します。

※ 電子申請と併せて、以下の書類については申請先（薬務課・保健所）への原本提出（郵送）が必要です。
＜仮申請後に原本の郵送提出が必要な申請＞
・ 免許証の記載事項変更届：麻薬小売業者免許証（原本）

＜本申請完了後（手数料納付後）に原本の郵送提出が必要な申請＞
・ 免許証の再交付申請（汚損・破損の場合）：麻薬小売業者免許証（原本）

・ 支払い案内メールに記載のURLから決済（クレジットカード・PayPay）していただき、申請完了となります（本申請）。
・ 新規免許申請については、立入検査が必要となります。本申請完了後に申請先の担当者より、日程調整のご連絡を
させていただきます。

・ 免許証の受け取り方法は、「郵送受取」または「薬務課・保健所受取」が選択可能です。
※ 「郵送受取（郵送料負担）」は、郵送料（５３０円）を申請手数料と併せて納付していただきます。
※ 「郵送受取（返送用封筒提出）」は申請時に返信用封筒（簡易書留、レターパック等）の提出が必要です。
※ 「薬務課・保健所受取」は免許証発行後、受取窓口から電話連絡があります。

継続申請の場合は、更新案内通知に記載の受取期間中に来所願います（電話連絡はありません）。



03-1 操作方法（仮申請）

・ 申請者側のみやぎ電子申請システム申請方法について説明します。

① 入力フォームを入力します。

「このまますぐに申請する」
「ログインして申請」
どちらでも申請が可能です。

② 申請者のメールアドレスを入力します。

③ メール送信完了を確認します。

３



03-2 操作方法（仮申請）

④利用者アドレスに［フォームURLのご案内］メールが届きます。

⑤入力フォームに移ります。ページ冒頭の申請にあたっての説明を確認します。

←記載のURLを
クリックします

４

４,６００円



03-3 操作方法（仮申請）

⑥申請するフォームが合っていることを確認しながら、スクロールして入力していきます。

⑦クリップのマークがついているものについては、指定のファイルを添付します。

５
クリックするとファイルが添付できます。
（10MBまで添付可能です）



03-4 操作方法（仮申請）

⑧申請内容を入力後、免許証の受け取り方法を選択します。

※郵送提出が必要な書類がない場合は、以下のとおり表示されます。

６

⑨選択した内容に応じて、申請後に郵送提出が必要な書類と、郵送先が表示されます。

↑郵送提出が
必要な書類を確認

←郵送先を確認

※管轄によって異なります。

「郵送受取（郵送料負担）」「郵送受取（返送用封筒提出）」
「薬務課・保健所受取※」のいずれかを選択します。

⑩手数料を確認し、「金額確認画面へ進む」をクリックします。

↓全ての項目を入力後、クリック4,600円



03-5 操作方法（仮申請）

⑪「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑫入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

７

免許証の「郵送受取（郵送料負担）」を選択した
場合は、申請手数料の他に郵送料５３０円が加算
されます。4,600円

5,130円



03-6 操作方法（仮申請）

⑬申請者のアドレスに［【重要】仮申請完了のご案内］メールが届きます。
メールには２つのパスワードが記載されているため、大切に保管してください。

申請状況の照会に使用するパスワードです。

８

決済画面へのログインに使用するパスワードです。

！重要！

ここに申請時の入力内容が記載されます。

※ 麻薬小売業者免許証記載事項変更届については、本メールが届きましたら、速やかに免許証
（原本）を郵送してください（P９参照）。

※ 電子申請フォームによる仮申請確認後に、申請先（薬務課又は保健所）で申請内容を
審査し、審査完了後に支払い依頼メールを送付させていただきます（P13参照）。



04-1 必要書類の添付

・ 電子申請時にデータ添付が必要な書類は下記のとおりです（ ＊は原本提出も必要です）。
・ 以下の③④は、電子申請と併せて、申請先（薬務課・保健所）へ麻薬小売業者免許証（原本）
の郵送提出が必要です。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、返送用レターパック又は簡易書留用封筒
（角２サイズ、５３０円切手付き）を郵送提出してください。

・ 郵送先については、申請先（薬務課・保健所）によって異なりますので、P10を参照願います。

申請手続き・宛先 電子添付が必要な書類（＊については、原本の提出も必要）

①麻薬小売業者免許申請（新規） ・ 診断書
※発行日から１か月以内のもの

・ 薬局開設許可証（許可申請中の場合は薬局許可申請書の写し）
・ 麻薬保管庫の設置場所を記載した業務所の平面図
・ 麻薬保管庫の構造概要図
・ 登記事項証明書（申請者が法人の場合）

※発行日から１か月以内のもの
・ 組織区（業務分掌表）（申請者が法人の場合）

＜宛先＞
「麻薬小売業者免許申請受付」係

②麻薬小売業者免許申請（継続）

同上
＜宛先＞
「麻薬小売業者免許継続申請受付」係

③麻薬小売業者免許証記載事項変更届

＊ 麻薬小売業者免許証（原本）
・（事由の発生から15日を超過した場合）遅延理由書

＜宛先＞
「麻薬小売業者免許証記載事項変更届
   受付」係

④麻薬小売業者免許証再交付申請

＊（破損又は汚損した場合）麻薬小売業者免許証（原本）＜宛先＞
「麻薬小売業者免許証再交付申請
   受付」係

⑤麻薬営業者役員変更届

・ 診断書（役員の追加がある場合）
※発行日から1か月以内のもの

・ 登記事項証明書
※発行日から1か月以内のもの

・ 組織図（業務分掌表）

⑥麻薬廃棄届 ・ 麻薬廃棄届

⑦調剤済麻薬廃棄届
・ 調剤済麻薬廃棄届
・（廃棄日から30日を超過した場合）遅延理由書

⑧麻薬小売業者間譲渡許可申請 ・ 麻薬小売業者間譲渡許可申請書
※4以上の麻薬小売業者が共同で申請を行う等、記載欄が不足
する場合は、別紙様式1も添付

・ 全申請者の麻薬小売業者免許証**
・ 各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動
手段等を示した書類

＜宛先＞
「麻薬小売業者間譲渡許可申請
   受付」係

９

＜必要書類一覧＞



04-２ 必要書類の添付

・ 麻薬小売業者免許証（原本）及び返送用封筒の郵送先は、下記のとおりです。
申請先に応じて、郵送先が異なりますのでご注意願います。

・ 宛名には申請先名（薬務課又は保健所）と併せて、P９の申請手続き名を記入願います。
・ 返送用封筒（返送用レターパック又は簡易書留用封筒（角２サイズ、５３０円切手付き））
には、必ず返送希望の宛名・宛て先を記入してください。

１０

営業所の所在する市町村 申請先保健所等（宛名） 住所（郵送先）

仙台市
※麻薬小売業者間譲渡許可
申請は県内全域

薬務課監視麻薬班
〒980-8570
仙台市青葉区本町３―８―１

白石市、角田市、蔵王町、
七ヶ宿町、大河原町、村田町、
柴田町、川崎町、丸森町

仙南保健所獣疫薬事班
〒989-1243
柴田郡大河原町字南１２９－１

塩竈市、多賀城市、松島町、
七ヶ浜町、利府町

塩釜保健所食品薬事班
〒985-0003
塩竈市北浜４－８－１５

名取市、岩沼市、亘理町、
山元町

塩釜保健所岩沼支所食品薬事班
〒989-2432
岩沼市中央３－１－１８

富谷市、大和町、大郷町、
大衡村

塩釜保健所黒川支所食品薬事班
〒981-3304
富谷市ひより台２－４２－２

大崎市、加美町、色麻町、
涌谷町、美里町

大崎保健所獣疫薬事班
〒989-6117
大崎市古川旭４－１－１

栗原市 大崎保健所栗原支所食品薬事班
〒987-2251
栗原市築館藤木５－１

石巻市、東松島市、女川町 石巻保健所獣疫薬事班
〒986-0850
石巻市あゆみ野５－７

登米市 石巻保健所登米支所食品薬事班
〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５

気仙沼市、南三陸町 気仙沼保健所食品薬事班
〒988-0066
気仙沼市東新城３－３－３

＜郵送先＞〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町３―８―１
宮城県保健福祉部薬務課監視麻薬班「○○受付」係

（例）仙台市内の薬局が必要書類を郵送する場合

↑「○○係」の部分には、P９の申請手続き名を記入

＜郵送先一覧＞



05-1 操作方法（修正）

・ 県から内容修正依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに［【要対応】申請内容のご修正のお願い］メールが届きます。

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。

１１



05-2 操作方法（修正）
③修正依頼内容を確認し、「申請内容を修正する」をクリックします。

⑥入力内容に誤りや不備がないことを確認し、「送信」をクリックします。

⑤「確定前金額確認」→「入力内容確認」にすすみ、内容を確認します。

⑦改めて申請者アドレスに［【重要】仮申請完了のご案内］メールが届きます。

１２

④修正依頼箇所を修正し、ページ下部の「金額確認画面へ進む」をクリックします。

←入力内容を修正する場合は、正しい情報を再入力してください。

←選択内容を修正する場合は、正しい内容を再選択してください。

←データについては、修正指示のあったものを含め、
全データで再添付が必要となります。

4,600円



06-1 操作方法（決済）

・ 県から申請手数料の支払い依頼があった場合の対応について説明します。

①申請者のアドレスに［【要対応】お支払い内容確定のご案内］が届きます。

②メール内のURLをクリックし、メールに記載のパスワードを入力します。

［【重要】仮申請完了のご案内メール］（P８）に記載の決済画面ログイン用パスワード
を入力します。

１３

！重要！

※ メール受信後の支払期限は５日間です
（受信日含む）。

※ 期限までに支払いが完了しない場合、
仮申請を取り消すことがあります。

VU00000810



06-2 操作方法（決済）

③申請内容を確認し、「お支払いに進む」をクリックします。

④支払い金額を確認し、決済方法を「クレジットカード」「PayPay」から選択します。

１４

VU00000810

4,600円

5,130円

4,600円

5,130円



06-3 操作方法（決済）

＜クレジットカード決済の場合＞

１５

VU00000810



06-4 操作方法（決済）

＜PayPay決済の場合＞

スマートフォンから
支払いする場合はこちらを
クリックしてください

１６

※ １申請につき、オンライン決済の上限は９回までです。
※ 9 回失敗すると、その申請では決済が受付不可となり、再申請が必要となります。PayPay
決済ができない場合は、ブラウザのポップアップブロックを「無効」にした上で再試行願い
ます。クレジットカード決済できない場合は、クレジットカード会社へお問い合わせください。

！重要！

5,130円

VU00000810



06-5 操作方法（決済）

⑤決済が完了すると、送信完了画面が表示されます。

⑥申請者のアドレスに［【重要】お支払い手続き完了のご案内］メールが届きます。

※ 記載事項変更届と免許証の再交付申請など、複数の申請を行った場合は、全ての本申請が
完了しないと免許証の発行が行えません。

！重要！

１７

・ 上記⑤⑥の確認ができましたら、本申請（決済）が完了です。
・ 汚損・破損による再交付申請は、電子申請後に、申請先（薬務課・保健所）へ免許証（原本）
を提出してください。

・ 「郵送受取（返送用封筒提出）」を選択した場合は、申請先（薬務課・保健所）へ返送用封筒
を提出してください。

・ 「窓口受取」を選択した場合は免許証発行後、指定した受取窓口から電話連絡があります。
・ 継続申請で「窓口受取」を選択した場合は、更新案内通知に記載の受取期間中に来所願います
（電話連絡はありません）。
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